
地域再生計画書本体新旧対照表

旧 新

１．地域再生計画の名称 １．地域再生計画の名称

中津川市における農林再生計画 中津川市における農林再生計画

２．地域再生計画の作成主体の名称 ２．地域再生計画の作成主体の名称

岐阜県、中津川市 岐阜県、中津川市

３．地域再生計画の区域 ３．地域再生計画の区域

中津川市の全域 中津川市の全域

４．地域再生計画の目標 ４．地域再生計画の目標

（略） （略）

５．目標を達成するために行なう事業 ５．目標を達成するために行なう事業

５－１ 全体の概要 ５－１ 全体の概要

」 「 」 、加子母地区にある林道「木曽越線 （木曽川地域森 加子母地区にある林道 木曽越線 の開設及び改良

林計画 岐阜県告示）の改良、付知地区に 付知地区にある林道「大平線」の改良及び舗装、林道H16.12.24
ある林道「大平線 （木曽川地域森林計画 「恵北東線」の開設により、安全性及び林道の機能向」 H16.12.24
岐阜県告示）の改良及び舗装、林道「恵北東線 （木 上を促進し森林への円滑なアクセス性を確保すること」

曽川地域森林計画 岐阜県告示）の開設に で森林施業の効率化と間伐遅れとなっている森林を解H16.12.24
より 安全性及び林道の機能向上を促進し森林への円 消する。、

滑なアクセス性を確保することで森林施業の効率化 特に 付知地区に際しては 東濃ヒノキ を中心と、 、「 」

と間伐遅れとなっている森林を解消する。 した林分であり、森林所有者の林業に対する意欲が高

特に、付知地区に際しては 「東濃ヒノキ」を中心 い地区であり、生産団体の経営基盤強化に資する支援、

とした林分であり 森林所有者の林業に対する意欲が を行う。、

高い地区であり 生産団体の経営基盤強化に資する支 また 市道 田瀬橋宮脇線 ・ 坂本 号線 の改、 、 「 」「 」114
援を行う。 良工事により、国道２５７号及び国道１９号への安全

また 市道 田瀬橋宮脇線 H15.12.12認定 ・ 坂 かつ走行性を向上させたアセクスを確保し、森林所有、 「 」（ ）「

本 号線 認定 の改良工事により 国 者の居住環境の向上に資する国道、市道、林道による114 S61.3.29」（ ） 、

道２５７号及び国道１９号への安全かつ走行性を向 交通の円滑化を構築するものとする。さらには、近郊

上させたアセクスを確保し 森林所有者の居住環境の の学校の通学路と乖離させることで、歩行者への安全、

向上に資する国道 市道 林道による交通の円滑化を 性を向上させる。、 、

構築するものとする さらには 近郊の学校の通学路。 、

と乖離させることで、歩行者への安全性を向上させ

る。

５－２ 法第４章の特別の措置を適用して行なう事業 ５－２ 法第４章の特別の措置を適用して行なう事業



道整備交付金を活用する事業 道整備交付金を活用する事業

・事業主体 対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る

。 、 、市道 中津川市 手続きを了している なお 整備箇所等については

林道 岐阜県、中津川市 別添の整備箇所を示した図面による。

・施設の種類 市道、林道 ・市道；道路法に規定する市町村道に「田瀬橋宮

・事業区域 いずれも中津川市 脇線 については平成15年12月12日 坂」 、「

・事業期間 本 号線」については昭和 年 月114 61 3
市道（平成１７年度～２０年度） 日に認定済み。29
林道（平成１７年度～２１年度） ・林道；森林法による木曽川地域森林計画（平成

・事業費 年 月 日樹立）に路線を記載。15 4 1
総事業費 １４億６，３４０万円 ［施設の種類（事業区域 、事業主体］）

（うち交付金７億５，９４０万円） ・市道（中津川市） 中津川市

市道 ５億５，４００万円 ・林道（中津川市） 岐阜県、中津川市

（うち交付金２億７，７００万円） ［事業期間］

林道 ９億 ９４０万円 ・市道 平成１７年度～２０年度 林道 平成（ ）、 （

（うち交付金４億８，２４０万円） １７年度～２１年度）

・整備量 ［整備量及び事業費］

市道 １．９ｋｍ ・市道 ２．３ｋｍ、林道 ７．４ｋｍ

林道 ５．６ｋｍ ・総事業費 １，７４４，１１０千円

（うち交付金８６８，７２０千円）

（内訳）

市道 ４７８，０００千円

（うち交付金２３９，０００千円）

林道 １，２６６，１１０千円

（うち交付金６２９，７２０千円）

５－３ その他の事業 ５－３ その他の事業

該当なし 地域再生法による特別の措置を活用するほか 中津、「

川市における農林再生計画」を達成するため、以下の

事業を総合的かつ一体的に行うものとする。

①間伐等の森林整備事業の実施

災害に強い森林づくりを推進するため、間伐等

の森林整備事業の実施を促進する。

②森林整備に必要な林道等の整備

間伐等の森林整備を効率的、効果的に実施するた

、 。め 必要な林道や作業道等の路網整備を促進する

③東濃ヒノキのさらなるブランド化の促進

東濃ヒノキのさらなるブランド化を促進するた

め、産直住宅の普及促進に努めるとともに、生産

団体の経営基盤の強化を図る。



６．計画期間 ６．計画期間

平成１７年度～平成２１年度 平成１７年度～平成２１年度

７．目標の達成状況に係る評価に関する事項 ７．目標の達成状況に係る評価に関する事項

（略） （略）

８ 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必 ８．地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必．

要と認める事項 要と認める事項

・間伐等の森林整備事業の実施 特になし。

・森林整備に必要な林道等の整備

・東濃ヒノキのさらなるブランド化の促進に関する

事業の推進

（産直住宅の普及促進に関する事業等）


